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(57)【要約】
【課題】単一の発光素子を用いて、線状光源装置の端部
にわたって、均一及び光強度の高い発光装置を提供する
ことを目的とする。
【解決手段】基板と、該基板に配置された発光素子と、
該発光素子を挟むように前記基板に設けられる一対の反
射部材と、該発光素子と前記一対の反射部材の少なくと
も一部を被覆する透光性部材と、を備えた発光装置であ
って、前記透光性部材は、前記発光装置の側面において
露出する第１の側面及び該第１の側面と対面する第２の
側面を有しており、前記発光素子の上方に、第１の側面
から第２の側面まで延伸する溝部を有する事を特徴とす
る発光装置。
【選択図】図１



(2) JP 2010-27782 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板に載置された発光素子と、前記発光素子を挟むように前記基板に設けら
れる一対の反射部材と、
　該発光素子と前記一対の反射部材の少なくとも一部を被覆する透光性部材とを備えた発
光装置であって、
　前記透光性部材は、前記発光装置の側面において露出する第１の側面及び該第１の側面
と対面する第２の側面を有しており、前記発光素子の上方に、第１の側面から第２の側面
まで延伸する溝部を有することを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記溝部は、側面視においてＶ字形状であり、前記基板表面に対して２０°から４５°
傾斜する対向面を有する請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記対向面は、その少なくとも一部が発光素子直上に配置される請求項２に記載の発光
装置。
【請求項４】
　前記透光性部材は、前記発光素子を被覆する第１層と該第１層を被覆する第２層を含み
、前記第１層に蛍光体を含む請求項１から３のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項５】
　前記発光素子は前記基板に複数配置され、各発光素子に対して前記一対の反射部材がそ
れぞれ配置されてなる請求項１から４のいずれか１つに記載の発光装置。
【請求項６】
　前記反射部材がトランスファモールドによって形成されてなる請求項１から５のいずれ
か１つに記載の発光装置。
【請求項７】
　前記反射部材は、角度の異なる反射面を少なくとも２面有する請求項１から６のいずれ
か１つに記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関し、より詳細には、配光特性を制御するための反射部材を備え
た発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、窒化物半導体を用いた青色発光素子が開発されたことから、発光素子から出力さ
れる光の一部を吸収して異なる波長の光を出力する蛍光体と組み合わせることにより、種
々の色調の発光色を有する発光装置を作製することが可能となった。特に、発光素子が青
色発光素子であり、蛍光体が青色発光素子の発光の一部を吸収して青色の補色に変換すれ
ば、白色系の混色光を発光する発光装置が得られる。
　そして、このような発光装置を用いて、携帯電話及びデジタルカメラ等のバックライト
に好適に用いることができるように、薄型化及び小型化された角棒状の線状光源装置が提
案されている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２３５１３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の線状光源装置では、隣接する発光素子間まで、発光素子からの光
が十分に広がらない。そのため、隣接する発光素子間が暗部となって、導光板の入射面近
傍に明部と暗部が視認され、輝度むらが生じる。
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　この輝度むらを解消する方法としては、輝度むらが生じないように工夫された導光板を
使用して、発光装置からの光を導光板全体に均一に拡げる方法があるが、そのような導光
板の製造はコストが高くなる問題がある。
　そこで、本発明は、輝度むらが生じないように工夫された導光板を使用せずに、輝度む
らの少ない線状光源装置を形成できる発光装置を提供することを目的とする。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、発光素子を用いて、特に、線状光源装
置の場合においても、線状光源装置の中心部から端部にわたって、光を広げることが可能
な発光装置を提供する。
　そして、複数個の発光素子を並べた場合は、発光素子と発光素子の間まで発光素子から
の光が届く発光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の発光装置は、基板と、該基板に載置された発光素子と、前記発光素子を挟むよ
うに前記基板に設けられる一対の反射部材と、
　該発光素子と前記一対の反射部材の少なくとも一部を被覆する透光性部材とを備えた発
光装置であって、
　前記透光性部材は、前記発光装置の側面において露出する第１の側面及び該第１の側面
と対面する第２の側面を有しており、前記発光素子の上方に、第１の側面から第２の側面
まで延伸する溝部を有することを特徴とする。
　このような発光装置では、
　前記溝部は、側面視においてＶ字形状であり、前記基板表面に対して２０°から４５°
傾斜する対向面を有することが好ましい。
　前記対向面は、その少なくとも一部が発光素子直上に配置されることが好ましい。
　前記透光性部材は、前記発光素子を被覆する第１層と該第１層を被覆する第２層を含み
、前記第１層に蛍光体を含むことが好ましい。
　前記発光素子は前記基板に複数配置され、各発光素子に対して前記一対の反射部材がそ
れぞれ配置されてなることが好ましい。
　前記反射部材がトランスファモールドによって形成されてなることが好ましい。
　前記反射部材は、角度の異なる反射面を少なくとも２面有することが好ましい。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の発光装置によれば、発光素子を用いて、光源の中心部から端部にわたって光の
分布が広げられた発光装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の発光装置は、図１に示したように、主として、基板１０、発光素子１１、発光
素子を被覆する透光性部材１２、透光性部材に設けられた溝部２２、一対の反射部材１３
を備えて構成されている。なお、本発明の発光装置を線状光源装置として利用することも
できる。
【０００９】
（基板）
　基板は、適当な機械的強度と絶縁性を有する材料であればどのような材料によって形成
されていてもよい。例えば、ＢＴレジン、ガラスエポキシ等のプラスチック、硝子、セラ
ミック等からなる絶縁基板が挙げられる。中でも、酸化アルミニウム質焼結体（アルミナ
セラミックス）、窒化アルミニウム質焼結体、ガラスセラミックス等のセラミックス等か
らなるものが、発光素子を支持するための支持部材および発光素子の熱を放熱させるため
の放熱部材として機能し得るために好適である。通常、上面が平坦で、略直方体形状を有
している。なお、基板は、単一層によって形成されていてもよいし、表面に導電膜による
パターンを備えた複数の層を貼り合せた積層基板を用いてもよい。
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（電極）
　基板上には、負及び正電極が所定の間隔をあけて形成されている。負及び正電極は、Ｃ
ｕを主成分とする金属層とすることが好ましい。具体的には、Ｃｕ／Ｎｉ／Ａｇ等が挙げ
られる。また、負電極及び正電極は、絶縁基板の裏面に形成された実装基板接続用の電極
と貫通孔（図示せず）を介して接続されていることが好ましい。これにより、フレキシブ
ル基板との電気的接続を図る。
【００１０】
（発光素子）
　発光素子は、半導体発光素子であればよく、いわゆる発光ダイオードと呼ばれる素子で
あればどのようなものでもよい。発光素子は、１つの発光装置に１つのみ搭載されていて
もよいが、複数個搭載されていることが好ましい。これにより、線方向により輝度が均一
化された発光装置を得られる。この場合には、発光素子は、基板にマトリックス状に配置
されていることが好ましい。薄型化しつつ輝度の高い発光装置を提供することができるか
らである。
　発光素子は、例えば、基板上に、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、
ＩｎＧａＡｌＮ等の窒化物半導体、III－Ｖ族化合物半導体、II－VI族化合物半導体等、
種々の半導体によって、活性層を含む積層構造が形成されたものが挙げられる。
【００１１】
　例えば、後述する蛍光体と組み合わせて、白色系の光を発する発光装置を構成するため
に適した発光素子として、窒化物半導体（ＩｎＸＡｌＹＧａ１－Ｘ－ＹＮ、０≦Ｘ、０≦
Ｙ、Ｘ＋Ｙ≦１）を用いたものが適している。この発光素子は、ＩｎＺＧａ１－ＺＮ（０
＜Ｚ＜１）を発光層として有しており、その混晶度によって発光波長を約３６５ｎｍから
６５０ｎｍで任意に変えることができる。
【００１２】
　発光素子を構成する基板としては、サファイアやスピネル（ＭｇＡ１2Ｏ4）のような絶
縁性基板、また炭化珪素、Ｓｉ、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＧａＡｓ、ダイヤモンド；ニオブ酸リ
チウム、ガリウム酸ネオジウム等の酸化物基板、窒化物半導体基板（ＧａＮ、ＡｌＮ等）
等が挙げられる。
　発光層には、Ｓｉ、Ｇｅ等のドナー不純物及び／又はＺｎ、Ｍｇ等のアクセプター不純
物がドープされる場合もある。
【００１３】
　発光素子の発光波長は、半導体の材料、混晶比、発光層のＩｎＧａＮのＩｎ含有量、発
光層にドープする不純物の種類を変化させるなどによって、紫外領域から赤色まで変化さ
せることができる。　特に、白色系の光を発光させるために、発光波長が４００ｎｍ以上
５３０ｎｍ以下に設定することが好ましく、４２０ｎｍ以上４９０ｎｍ以下に設定するこ
とがより好ましい。なお、蛍光体の種類を選択することにより、４００ｎｍより短い紫外
領域の波長の光を発光する発光素子を用いることもできる。
【００１４】
　発光素子は、通常、基板上に形成された負及び正電極に、それぞれワイヤにより接続さ
れている。ワイヤとしては、発光素子の電極とのオーミック性が良好であるか、機械的接
続性が良好であるか、電気伝導性及び熱伝導性が良好なものであることが好ましい。熱伝
導率としては、０．０１ｃａｌ／Ｓ・ｃｍ2・℃／ｃｍ程度以上が好ましく、さらに０．
５ｃａｌ／Ｓ・ｃｍ2・℃／ｃｍ程度以上がより好ましい。作業性などを考慮すると、ワ
イヤの直径は、１０μｍ～４５μｍ程度であることが好ましい。このようなワイヤとして
は、例えば、金、銅、白金、アルミニウム等の金属及びそれらの合金が挙げられる。　
　発光素子は、ワイヤーボンディングの他、半田等の導電性接着部材を用いてフリップチ
ップボンディングしてもよい。
【００１５】
（透光性部材）
　透光性部材は、発光素子を外部環境から保護する機能を有する。
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　本発明において、透光性部材は、発光装置の側面において露出する第１の側面及び該第
１の側面と対面する第２の側面を有しており、発光素子の上方に位置する表面（光取出面
）において、第１の側面から第２の側面まで延伸する溝部を有する。また、発光素子を複
数配置する場合は、各発光素子に対して、溝部がそれぞれ形成されている事が好ましい。
このような構成により、観察方向によって生じる輝度むらを低減することができる。
【００１６】
　透光性部材を構成する材料は特に限定されるものではなく、例えば、用いる発光素子が
発光する光の８０％以上、好ましくは８５％以上、より好ましくは９０％以上、９５％以
上を透過させる材料であることが適している。具体的には、エポキシ樹脂、シリコーン樹
脂、変成シリコーン樹脂、ウレタン樹脂、オキセタン樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネ
イト、ポリイミド樹脂などの透光性樹脂や、ガラスなどの透光性無機材料が挙げられる。
なかでも、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、変成シリコーン樹脂、オキセタン樹脂を用い
ることが好ましい。
【００１７】
　透光性部材は、上述した材料の単層で形成されていてもよいし、上述した材料の全体に
わたって蛍光体を含んだ単層で形成されていてもよい。少なくとも発光素子（好ましくは
、発光素子に接続されるワイヤをも含んで）を被覆する第１層と、これを被覆する第２層
を含むような２層以上の積層構造であることが好ましい。この場合、第１層に蛍光体を含
み、この第１層上に、実質的に蛍光体を含まない第２層とから構成される積層構造である
ことがより好ましい。
　第２層にも蛍光体を含む場合、透光性部材全体に発光素子及び蛍光体の混色光が散乱さ
れ、溝部による効果が薄れる。しかし、このように発光素子の極近くにのみ蛍光体を配置
させることによって、発光素子及び蛍光体の混色光の発光領域を小さくし、混色光を溝部
に導光させることができる。
　特に、積層構造で形成する場合には、第１層目の透光性部材の粘度は、硬化前で１００
～２０００ｍＰa・sであることが好ましい。ここで「粘度」は、円錐平板型回転粘度計を
用い、常温下で測定したものを指す。また、第１層は、硬化条件が８０℃～１８０℃、数
分～数時間の下で形状を維持できる程度の硬さになる樹脂であることが好ましい。これに
より、第１層目の透光性部材を、発光素子の周辺にのみ、塗布等という簡便な方法により
、容易に形成することができる。
【００１８】
　透光性部材に形成される溝部の形状は、用いる発光素子の大きさ及び種類等、後述する
反射部材の形状及び大きさ等、発光装置自体の形状及び大きさ等によって適宜調整するこ
とができる。なお、本実施の形態において、溝部は側面視においてＶ字形状である。溝部
の側面視における形状は、Ｖ字に限定されるものではなく、Ｕ字、Ｗ字、半円形状、半楕
円形状及びこれらと近似の形状をとる事もできる。
　溝部のＶ字形状は、対向面が、Ｖ字溝の稜線に対して対称であることが好ましい。また
、Ｖ字溝は、基板表面に対して、２０°程度から４５°程度傾斜する対向面を有している
ことが好ましい。複数の発光素子に対して、各々Ｖ字溝を設けた場合、基板表面に対して
各々略等しい角度で傾斜する対向面を有する事が好ましい。このような角度に設定するこ
とにより、発光素子から出射されてＶ字溝に当たる光を全反射させることができ、より効
率的に発光素子からの光を広げることができる。その結果、例えば、線状光源装置におい
て、発光素子の間隔を広げた場合、つまり、用いる発光素子の数を減少した場合において
も、光取出面における輝度むらを低減させることが可能となる。
【００１９】
　また、溝部の深さＷ１は、特に限定されるものではなく、透光性部材自体の厚さによっ
て適宜調整することができるが、例えば、透光性部材の全厚みの60～75％程度、別の観点
から、発光素子からの距離が0.15～0.3ｍｍ程度となる深さ、さらに具体的には溝部の深
さＷ１が0.6～0.8ｍｍ程度が挙げられる。
　Ｖ字溝の場合は、その対向面の少なくとも一部が発光素子の直上に配置され、第１層か
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らの距離が0.05mm～0.15mm程度で、距離が近い程よい。これにより、発光装置の発光素子
の上方に位置する表面(光取出面)において、均一に光を取り出すことができる。
また、溝部の幅Ｗ２は、光取出面において異なる幅で形成されてもよいし略同じ幅で形成
されてもよい。何れの場合も発光素子及び蛍光体の混色光を発光装置の端部まで広げる事
が可能となる。
【００２０】
　溝部の製造方法は、例えば、溝部の形状に成形された型に、熱硬化性の液状の透光性部
材を充填し、その後加熱硬化して得る方法、透光性部材を枠体の内側に充填し、半硬化状
態のうちに溝部を形成する位置に溝部の形状の成形型を配置し、透光性部材を硬化後、型
から取り出す方法等が挙げられる。
【００２１】
　なお、透光性部材において、第１層に蛍光体が含まれ、第２層に蛍光体が含まれていな
い層が積層されている場合には、発光装置の側面において露出する第１の側面及び該第１
の側面と対面する第２の側面において、第１層及び第２層が略面一に裁断され、第１層の
一部が露出していることが好ましい。これにより、第２層のレンズ特性に殆ど影響を与え
ることなく、色調を補正することが可能である。すなわち、第１層の側面を研磨する等し
て第１の側面から第２の側面までの距離を変化させることにより、蛍光体の量も変化させ
ることができる。また、蛍光体を含む透光性部材の厚みを調整して、集合基板をダイシン
グしても、同様である。これによって発光素子と蛍光体との発光強度比を変えることがで
きるため、色調の補正を行うことができる。一方で、第１層の側面を研磨して透光性部材
の厚みを変化させても、第２層の形状は殆ど変化しないため、レンズ特性に影響を与える
ことなく、色調の補正が可能となる。
【００２２】
　特に、第１層は、発光素子の光取出面側に凸形状であることが好ましい。そして、透光
性部材の第１層は、略半円柱状であり、第１層の露出面に平行な断面（＝光取出面に直交
する断面）が半円状又は半楕円状となることが好ましい。これによって観察方位による色
むらを小さくすることができる。
【００２３】
　透光性部材には、フィラー及び拡散剤等が含まれていてもよい。フィラーとしては、Ｓ
ｉＯ２等が挙げられ、照射された光を反射、散乱させることができる。また、混色が良好
になるとともに色むらを低減させることができる。さらに、波長変換部材にフィラーを混
合することにより、その粘度を調整することができるため、任意の形状に、任意の部位に
、容易に配置させることができる。拡散剤は、光を拡散させるものであり、発光素子から
の指向性を緩和させ、視野角を増大させることができる。
【００２４】
（蛍光体）
　蛍光体は、発光素子からの光を吸収し、異なる波長の光に波長変換するものであればよ
い。例えば、Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される窒化物系蛍光体・酸窒
化物系蛍光体、Ｅｕ等のランタノイド系、Ｍｎ等の遷移金属系の元素により主に付活され
るアルカリ土類ハロゲンアパタイト蛍光体、アルカリ土類金属ホウ酸ハロゲン蛍光体、ア
ルカリ土類金属アルミン酸塩蛍光体、アルカリ土類ケイ酸塩、アルカリ土類硫化物、アル
カリ土類チオガレート、アルカリ土類窒化ケイ素、ゲルマン酸塩、又は、Ｃｅ等のランタ
ノイド系元素で主に付活される希土類アルミン酸塩、希土類ケイ酸塩又はＥｕ等のランタ
ノイド系元素で主に賦活される有機及び有機錯体等から選ばれる少なくともいずれか１以
上であることが好ましい。
【００２５】
　Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される窒化物系蛍光体は、Ｍ２Ｓｉ５Ｎ

８：Ｅｕ（Ｍは、Ｓｒ、Ｃａ、Ｂａ、Ｍｇ、Ｚｎから選ばれる少なくとも１種以上である
。以下同義）などがある。また、Ｍ２Ｓｉ５Ｎ８：ＥｕのほかＭＳｉ７Ｎ１０：Ｅｕ、Ｍ

１．８Ｓｉ５Ｏ０．２Ｎ８：Ｅｕ、Ｍ０．９Ｓｉ７Ｏ０．１Ｎ１０：Ｅｕ（Ｍは、Ｓｒ、
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Ｃａ、Ｂａ、Ｍｇ、Ｚｎから選ばれる少なくとも１種以上である。）などもある。
【００２６】
　Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される酸窒化物系蛍光体は、ＭＳｉ２Ｏ

２Ｎ２：Ｅｕなどがある。
【００２７】
　Ｅｕ等のランタノイド系、Ｍｎ等の遷移金属系の元素により主に付活されるアルカリ土
類ハロゲンアパタイト蛍光体には、Ｍ５（ＰＯ４）３Ｘ：Ｒ（Ｘは、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ
から選ばれる少なくとも１種以上である。Ｒは、Ｅｕ、Ｍｎ、Ｅｕ及びＭｎのいずれか１
種以上である。Ｘ及びＲの定義について以下同義）などがある。
【００２８】
　アルカリ土類金属ホウ酸ハロゲン蛍光体には、Ｍ２Ｂ５Ｏ９Ｘ：Ｒなどがある。
　アルカリ土類金属アルミン酸塩蛍光体には、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｒ、Ｓｒ４Ａｌ１４Ｏ２

５：Ｒ、ＣａＡｌ２Ｏ４：Ｒ、ＢａＭｇ２Ａｌ１６Ｏ２７：Ｒ、ＢａＭｇ２Ａｌ１６Ｏ１

２：Ｒ、ＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｒなどがある。
　アルカリ土類硫化物蛍光体には、Ｌａ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ、Ｙ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ、Ｇｄ２Ｏ２

Ｓ：Ｅｕなどがある。
【００２９】
　Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される希土類アルミン酸塩蛍光体には、Ｙ３Ａ
ｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｙ０．８Ｇｄ０．２）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、Ｙ３（Ａｌ０．８Ｇ
ａ０．２）５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｙ，Ｇｄ）３（Ａｌ，Ｇａ）５Ｏ１２の組成式で表される
ＹＡＧ系蛍光体などがある。また、Ｙの一部又は全部をＴｂ、Ｌｕ等で置換したＴｂ３Ａ
ｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、Ｌｕ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅなどもある。
【００３０】
　その他の蛍光体には、ＺｎＳ：Ｅｕ、Ｚｎ２ＧｅＯ４：Ｍｎ、ＭＧａ２Ｓ４：Ｅｕなど
がある。
　上述の蛍光体は、所望に応じてＥｕに代えて又はＥｕに加えてＴｂ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ
、Ｃｒ、Ｎｄ、Ｄｙ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｔｉから選択される１種以上を含有させることもでき
る。
【００３１】
　Ｃａ－Ａｌ－Ｓｉ－Ｏ－Ｎ系オキシ窒化物ガラス蛍光体とは、モル％表示で、ＣａＣＯ

３をＣａＯに換算して２０～５０モル％、Ａｌ２Ｏ３を０～３０モル％、ＳｉＯを２５～
６０モル％、ＡｌＮを５～５０モル％、希土類酸化物または遷移金属酸化物を０．１～２
０モル％とし、５成分の合計が１００モル％となるオキシ窒化物ガラスを母体材料とした
蛍光体である。なお、オキシ窒化物ガラスを母体材料とした蛍光体では、窒素含有量が１
５ｗｔ％以下であることが好ましく、希土類酸化物イオンの他に増感剤となる他の希土類
元素イオンを希土類酸化物として蛍光ガラス中に０．１～１０モル％の範囲の含有量で共
賦活剤として含むことが好ましい。
【００３２】
（反射部材）
　反射部材は、発光素子や蛍光体からの光を反射させ、所望の方向に取り出すために機能
する。
　一対の反射部材は、それぞれ、発光素子の側面に対面し、発光素子を挟むように配置さ
れている。また、発光素子が基板に複数個配置された場合、各発光素子に対して一対の反
射部材がそれぞれ配置されている事が好ましい。このような構成により、溝部により発光
素子と発光素子の間まで広げられた光を所望の方向に取り出すことができる。そして、反
射部材は、いずれも、発光素子（上述した透光性部材の第１層を形成する場合には、その
第１層の下端部の外縁から、その下端部の外縁）から離間されて、発光素子に対して対称
に配置されていることが好ましい。
　発光素子を挟むように配置される一対の反射部材間の距離、反射部材の傾斜角、反射部
材の高さ等は、用いる発光素子の種類及び大きさ、得ようとする発光装置の配向特性及び
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性能等によって、適宜調整することができる。
【００３３】
　反射面は、基板表面に対して傾斜面を有している。この場合の傾斜角α（図１参照）は
、例えば、基板表面に対して１０°～７０°程度、さらに４５°～６０°程度であること
が好ましい。このような傾斜を有していることにより、所望の配光を得ることができる。
　また、反射面は、少なくとも角度の異なる２面を有する事が好ましい。この場合、例え
ば、傾斜角αは、発光素子により近い位置に基板表面に対して、４０°～７０°程度の反
射面と、発光素子により遠い位置に基板表面に対して、４５°～６０°程度の反射面が形
成される事が好ましい。そして、上記２つの反射面の間には、基板と略平行な面が形成さ
れ、連続面を形成している事が好ましい。さらに、発光素子により近い位置に形成される
反射面は、発光素子により遠い位置に形成される反射面よりも基板表面に対して傾斜角が
大きいことが好ましい。このような構成により、より確実に所望の配光を得ることができ
る。
【００３４】
　反射部材は、上述した第１層の高さよりも低い位置又は高い位置又は同じ高さのいずれ
に配置されていてもよいが、高い位置に配置されていることが好ましい。同時に、第２層
の高さよりも低いが、溝部の最も深い位置より高いことが好ましい。
　具体的には、反射部材の高さは、透光性部材の高さに対し90～100%程度が適当である。
【００３５】
　反射部材の少なくとも反射面は、発光素子からの光を反射し得る材料で形成されている
のであれば、どのような材料を用いてもよい。つまり、反射部材自体を反射率の高い酸化
チタン等の白色系の材料で形成したり、反射部材の少なくとも反射面を金属材料で被覆し
たりしてもよい。金属材料として、例えば、銀、金、銅、アルミニウム、パラジウム、ロ
ジウム又はこれらの合金や積層体等が挙げられる。なお、反射部材と第１層との間の基板
表面あるいは反射部材の反射面の少なくとも一方は、上記金属材料が配置されることなく
、基板の材料である樹脂が露出されていることが好ましい。樹脂を材料とする第２層と基
板との密着性を向上させるためである。
【００３６】
　反射部材は、所定形状の反射部材を別個に形成し、基板上に貼り付けて一体化したもの
であってもよいし、トランスファモールドによって基板に対して一体化したものであって
もよい。なかでも、トランスファモールドによって基板に対して一体化したものは、基板
と反射部材との位置あわせの精度が良好であるため、好ましい。
【００３７】
（発光装置の製造方法）
１．基板及び電極の作製
　基板は、複数の発光装置を一括して製造するため、複数の発光素子を搭載できるような
大面積の集合基板を用いることが好ましい。この集合基板は、例えば、厚さが０．０６ｍ
ｍ～２．０ｍｍの樹脂積層体から構成される。
　まず、ガラスエポキシ樹脂等からなる基材に、発光素子の配線のための貫通孔を形成す
る。続いて、この貫通孔の内面全面に、例えば、メッキによって銅箔を形成する。次いで
、貫通孔内に導電性材料、例えば、銅ペーストを埋設する。その後、メッキによって、基
材の片面に銅箔を形成する。
　ガラスエポキシ樹脂等からなる基材の片面に銅箔を形成し、銅箔が形成されていない基
材面全面に接着層を形成し、これを、基板の裏面、つまり発光素子載置面に対して反対面
に貼り付ける。
　続いて、得られた積層体に、例えば、メッキにより、埋設された銅ペースト及び銅箔に
通電して、基材の所定の露出面を被覆するように、銅膜を形成する。
　その後、形成された銅膜の一部を、例えば、エッチング法により除去して、所望の電極
（及び／又は配線）等を形成する。
【００３８】
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２．反射部材の作製
　得られた基板は、トランスファ成型機の上金型および下金型等で挟持し、金型内に樹脂
を注入し、基板上の所定の位置で、複数の発光素子に対して一括して樹脂による反射部材
を形成する。その後、樹脂による反射部材を一次硬化（半硬化、仮硬化）し、金型を開き
、基板を金型から取り出す。さらに、得られた基板をバッチオーブン等により二次硬化（
本硬化）させる。
【００３９】
３．パッケージアッセンブリ
　上述したように作製された基板上に、各発光素子の実装領域をマトリックス状に配置す
る。
　各発光素子の実装領域の両側に形成された負電極及び正電極を、上述した基板の配線（
電極）に接続し、貫通孔を介して、基板の裏面に形成された実装基板接続用の電極と接続
する。
【００４０】
４．発光素子の実装
　パッケージアッセンブリの各負電極の所定の位置に、発光素子をダイボンディングし、
ワイヤにより所定の配線をする。
【００４１】
５．透光性部材（第１層）の形成
　次に、透光性部材として、例えば、第１層を形成する。第１層には予め所定量の蛍光体
が分散されている。第１層は、ライン塗布法で形成することが好ましい。ライン塗布法に
よれば、第１層を薄膜化できると共に、製造工程が簡易になる。また、ライン塗布法では
表面張力を利用して第１層を形成できるため、ワイヤと負電極及び正電極のパターンに沿
って第１層を形成することができる。また、負電極及び正電極のパターンにより、第１層
の形成領域を発光素子の極めて近くのみに制限することもできる。
【００４２】
　ライン塗布法とは、ディスペンサから所定量の第１層の材料を吐出させながら、ディス
ペンサを発光素子の配列に沿って移動させ、ライン状につながった樹脂層を形成する方法
である。ライン塗布法で形成した場合、第１層の形状を、樹脂の表面張力によって決める
ことができる。また、第１層の材料の吐出量を適切に調整することにより、表面張力によ
ってワイヤを少し越えた高さで維持させることができる。このようにライン塗布法によれ
ば、極めて簡易な構成によって短時間に多数の発光装置を処理でき、しかも形状が安定す
る。従って、ライン塗布法によって第１層を形成すれば、量産性が高く、また色調バラツ
キが少なくなるという利点が得られる。
　第１層の材料をライン塗布した後、第１層の材料を硬化させる。第１層の材料が熱硬化
性の樹脂であれば、常温でライン塗布した後、加熱して硬化させればよい。
【００４３】
６．第２層の形成
　次に、第２層を形成する。第２層の形成には、トランスファモールド、圧縮成形、射出
成形などの方法を用いることができる。例えば、トランスファモールドの場合、第１層を
形成したパッケージアッセンブリを準備し、パッケージアッセンブリの上下をトランスフ
ァモールド用の金型で挟み、上側金型とパッケージアセンブリとの間に形成された樹脂の
注入口を通じて第２透明樹脂を流し込む。このとき、第２層を形成する樹脂は、半溶性の
ペレットとして準備し、注入口から圧入しながら樹脂を溶かす。そして、金型内で短時間
加熱して硬化させた後、金型を外してさらに加熱することにより、第２層を形成すること
ができる。
【００４４】
　トランスファモールドに代えて、圧縮成形で第２層を形成してもよい。特に使用する樹
脂が、熱硬化性である場合は、トランスファモールドではなく、圧縮成形で第２層を形成
することが好ましい。第２層を圧縮成形で形成する場合、第２層の材料が注入された金型
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に、第一の層を形成させた基板を押さえ付け、加熱して硬化させる。
【００４５】
７．ダイシング
　パッケージアセンブリをダイシングし、所定幅と所定長さで発光装置を切ることによっ
て、発光装置を完成させる。
【００４６】
　以下に、本発明の実施例を詳細に説明する。
　この実施例では、図２Ａに示す構造の発光装置を以下の方法で作製した。
　まず、波長４２０ｎｍから４９０ｎｍの発光素子３１を複数準備し、反射部材３３がト
ランスファモールドによって形成された基板３０上に、マトリックス状に発光素子３１を
ダイボンド及びワイヤーボンドした。
　続いて、シリコーン樹脂にＹＡＧ蛍光体を所定の割合（２０～３０重量％）で混合し、
ライン塗布し、熱風オーブンにて硬化し（硬化条件：１５０℃、４時間）、第１層３２ａ
を形成した。
　次いで、透明エポキシ樹脂を用いてトランスファモールドにて第２層３２ｂを成形した
（トランスファ硬化条件：１５０℃、５分（金型温度を制御）。その後、金型から取り出
して追硬化を行った（追硬化条件：１５０℃、４時間）。
　最後に、ダイシングにて、個片に切り分け、発光素子３１が２個搭載された発光装置を
得た。
【００４７】
　得られた発光装置は、長手方向に、各発光素子３１を挟んで、略直線状に一対の反射部
材３３を有している。反射部材３３の傾斜角αを約11°とした。また、反射部材３３間の
距離を約２ｍｍとし、反射部材３３の高さＨを約1.1mmとした。なお、発光装置の長手方
向の全長を約30ｍｍ、短手方向の全長を約0.6ｍｍとした。
　また、発光装置の第１層の幅は約1.1ｍｍ、高さを約2.45ｍｍとし、第２層の最も高い
位置までの高さを約1.1ｍｍとした。
　発光素子３１の直上には、基板３０表面に対する角度βが３０°、深さが0.7ｍｍで、
左右対称のＶ字溝４２が配置されている。
【００４８】
　得られた発光装置について、長手方向の配光特性をシミュレーションした。その結果を
図２Ｂに示す。
　また、第１層を省略する以外、上記実施例の発光装置と実質的に同様の発光装置を形成
し、同様に配光特性をシミュレーションした。
【００４９】
　なお、比較例として、図３Ａに示したように、透光性部材５２の第２層５２ｂにおいて
、Ｖ字溝を有していない以外、上記実施例の発光装置と実質的に同様の発光装置を形成し
、同様に配光特性をシミュレーションした。その結果を図３Ｂに示す。
【００５０】
　図２Ｂによれば、本実施例では、Ｖ字溝を配置することにより、発光素子間の正面がよ
りフラットに近い配光を得ることができた。
　また、透光性部材が単層である場合においても、実質的に図２Ｂの配光と同様の配光を
得ることができることがわかった。
　一方、Ｖ字溝を有さない場合には、発光素子間の正面において極端に輝度が低く、発光
素子上においては極端に輝度が高く、均一な配光を得ることができない。
【００５１】
　このように、本発明の発光装置によれば、発光素子を用いて、特に、線状光源装置の場
合においても、線状光源装置の中心部から端部にわたって光を広げる事が可能な発光装置
を提供する事ができる。そして、複数個の発光素子を並べた場合においても、発光素子と
発光素子の間まで発光素子からの光が届く発光装置を提供することができる。
　また、発光装置を導光板と組み合わせた場合の装置全体の小型化及び簡素化を図りなが
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ら、所望の配光特性を実現することができ、導光板等の複雑な設計をより容易に実現する
ことが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明の発光装置は、照明器具、車両搭載用照明、ディスプレイ、インジケータ等のバ
ックライトとして利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の発光装置の一実施形態を示す側面図である。
【図２Ａ】本発明の発光装置の別の実施形態を示す斜視図である。
【図２Ｂ】図２Ａの発光装置の配光特性を示すグラフである。
【図３Ａ】比較のための従来の発光装置を示す斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ａの発光装置の配光特性を示すグラフである。
【符号の説明】
【００５４】
　１０、３０　基板
　１１、３１　発光素子
　１２、３２、５２、５４　透光性部材
　１２ａ、３２ａ　第１層
　１２ｂ、３２ｂ、５２ｂ、５４ｂ　第２層
　１３、３３　反射部材
　２２、４２　溝部（Ｖ字溝）
　
 

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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